
平成23年6月吉日
カーブス会員各位

会員様の権利、クラブ内で守っていただきたいルール、及びカーブスの責任を明確にさせていただくために、

平成23年6月1日より、会員規約を以下のとおり改定しております。ご確認ください。

第7条（入会金、会費及び諸費用）
1 入会金は入会手続をおこなった日から、会費は申込書記載の
「会費発生日」から発生します。会員は、会費発生日から第14
条に定める退会日までの入会金及び会費について、別途会
社またはパートナーが認める場合を除き、支払義務を免れる
ことはできません。入会金、会費及び諸費用の詳細は別途定
めます。

1. 入会金は入会手続をおこなった日から、会費は申込書記載の
「会費発生日」から発生します。会員は、会費発生日から第14
条に定める退会日まで（会員制のため、利用がない期間を含
む）の入会金及び会費について、別途会社またはパートナー
が認める場合を除き、支払義務を免れることはできません。入
会金、会費及び諸費用の詳細は別途定めます。

第10条（確認及び表明）
会員は、以下の事項を確認及び表明したうえで、自らの意思
と判断で入会および継続するものとします。

(1) 筋力トレーニング、ストレッチ、または有酸素運動（機器類の
使用を含む）が、場合によっては危険を伴う可能性があること

(2) プログラムへの参加や機器類の使用に支障となる病気や怪
我等がなく、肉体的に健康であること

(3) 会員は既往症がある場合や身体的に不安がある場合には、
エクササイズ、フィットネス、または機器類の使用について医
師の了解が必要な旨通知されたこと

(4) フィットネスや機器類の使用について医師の同意を得るべく、
最低年1回以上の健康診断や健康相談を受けることを勧めら
れたこと

第10条（諸規則の遵守） 第11条（遵守事項）
会員はCurves施設の利用にあたり、本規約及び施設内諸規
定を遵守し、施設スタッフの指示に従うと共に、施設内の秩序
を乱す行為をしてはならないものとします。

会員はCurves施設の利用にあたり、以下の事項を遵守するも
のとします。

(1) 自らの筋力、体力、体調等を考慮し、無理をしない範囲でワー
クアウト等をおこなうこと。

(2) 高額な金銭、貴重品等を施設に持ち込まないこと。また所持
品等の管理は自らの責任でおこなうこと。

(3) 入会の検討を目的としない第三者（幼児、ペット等を含む）を
施設に入室させないこと。

(4) 施設内の秩序を乱す行為をおこなわないこと。

(5) その他、本規約、施設内諸規定、および施設スタッフの指示
等に従うこと。

第11条（損害賠償責任免責） 第12条（損害賠償責任免責）
1 会員は、Curvesへの入会、ワークアウト、機器の使用、会員の
持参物の管理、あるいは何らかの手続の省略、Curves関係者
の過失を含め、そこから生じた負傷や損害について、Curves
関係者に対し一切の損害に関する権利を主張せず、Curves
関係者を免責します。

会員が施設の利用に関して、会員自身が受けた損害に対し
て、Curves関係者は、Curves関係者に故意または重大な過失
がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。会員
同士の間に生じた係争やトラブルについても、Curves関係者
は、Curves関係者に故意または重大な過失がある場合を除
き、一切関与いたしません。

第18条（利用の禁止） 第19条（利用の禁止）
次の各号の一つにでも該当すると会社またはパートナーが判
断した会員に対して、会社またはパートナーは、該当する会員
に対して施設利用を禁止させることができます。但し、これに
より会員は会費支払義務が軽減されたり免除されることはあ
りません。

(3) 刺青のある方。（但し、会社が別途定める基準に準じて認めた
場合は除く）
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